
事  務  連  絡 

令和８年３月２５日 

介護サービス事業所・施設管理者 様 

東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課長   

令和８年度介護職員等処遇改善加算の申請の受付開始について 

 平素より東京都の高齢者福祉施策に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。 

 令和８年度の介護職員等処遇改善加算（以下、「加算」という。）の申請の留意事項についてまとめまし

たのでご確認ください。 

 

１ 令和８年度介護報酬改定について 

令和８年度介護報酬改定の概要については、別添１「第 253 回社会保障審議会介護給付費分科会資

料 1（抜粋）」をご確認ください。 

＜改定概要＞ 

・加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大（加算率の引上げ） 

・生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の新設（加算Ⅰロ・Ⅱロ） 

・処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション等に処遇改善加算を新設 

 

２ 算定要件について 

 令和８年度の加算の算定要件については、別添２「介護保険最新情報 vol.1479」をご確認ください。 

※加算を算定する事業者は、賃金改善を行う方法等について、処遇改善計画書を用いるなどにより職

員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知する必要があります。実施しない

場合は算定要件を満たしませんのでご注意ください。 

 

３ 提出様式について 

（１）処遇改善計画書 

 下記の厚生労働省ホームページに掲載予定ですので、適宜ダウンロードをお願いします。 

〇介護職員の処遇改善（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html 

 

（２）体制届（加算届） 

下記の東京都福祉局ホームページに掲載しておりますので、適宜ダウンロードをお願いします。 

〇東京都福祉局＞ 高齢者＞ 介護保険＞ 東京都介護サービス情報＞ 

介護職員等処遇改善加算について＞ 

令和８年度介護職員等処遇改善加算（こちらは介護保険が対象です） 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/shogu/r8_shogu 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/shogu/r8_shogu


４ 提出期限について 

処遇改善計画書及び体制届（加算届）の提出期限については、別添３「令和８年度処遇改善加算の届

出期限について」をご確認ください。 

なお、旧加算の加算Ⅰ→新加算の加算Ⅰイ、及び、旧加算の加算Ⅱ→新加算の加算Ⅱイの変更につ

いては継続扱い（継続算定）になりますので、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて

体制届の提出が必要ですのでご注意ください。 

 

５ 提出方法について 

（１）処遇改善計画書 

 東京都福祉局ホームページに掲載している計画書提出フォームよりご提出ください。 

 

（２）体制届（加算届）※有料老人ホーム以外の都指定サービス 

 東京都福祉局ホームページに掲載している処遇改善加算専用の体制届提出フォームより、サービス

種別ごとにご提出ください。 

例：特養５施設を同時に提出→〇、特養５施設と短期入所５事業所を同時に提出→× 

 

※複数サービスを同時に提出した場合、一部のサービスについて都担当者の確認が遅れ、国保連合会

の請求審査においてエラーとなり、支払予定日に介護報酬（全額）の支払いが行われない可能性が

ございます。 

※本フォームから他の加算を届け出ることはできませんので、ご注意ください。 

 

（３）体制届（加算届）※有料老人ホーム 

特定施設入居者生活介護（有料老人ホームに限る）については、電子申請届出システムよりご提出

ください。 

 

６ その他留意事項 

 特例要件について、「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」においては、「ケアプランデ

ータ連携システムに加入していること」とされておりますが、加算においては「ケアプランデータ連携

システムを利用していること」とされておりますので、ご注意ください。 

 

７ 介護職員処遇改善加算等取得に関する無料相談窓口 

社会保険労務士による加算取得に向けた書類作成等の支援を無料で実施しております。 

 

○東京都社会保険労務士会ホームページ 

https://www.tokyosr.jp/treatment-improvement/nursing-careerpath/ 

処遇改善加算相談窓口 0120-179-117（毎週月・水・金（祝日を除く）9：30～16：30） 

 

 

https://www.tokyosr.jp/treatment-improvement/nursing-careerpath/


８ お問い合わせ方法 

お問い合わせは、下記ＵＲＬの質問フォームからお願いします。 

https://80ca9d38.form.kintoneapp.com/public/951038da34e4b0ac2afed6da3e05bfc7705fcdfc0974

cfd35bc67ee3c517845e 

東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課介護事業者担当 

https://80ca9d38.form.kintoneapp.com/public/951038da34e4b0ac2afed6da3e05bfc7705fcdfc0974cfd35bc67ee3c517845e
https://80ca9d38.form.kintoneapp.com/public/951038da34e4b0ac2afed6da3e05bfc7705fcdfc0974cfd35bc67ee3c517845e

